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経済学研究 52-4

北海道大学 2003.3 

主観確率及び期待効用の概念

一一平成 14年度北海道大学経済学部公開講座講義録より一一

園

乙の講義の内容:

1. 1確率， Probability Jとは何か?

2.対人的な枠組における「損か得か」の判

断。

3. 1確率」の加法法則。

4. 1くじ」及び「確率」の「定義」の再考。

5. 条件っき「確率」及び乗法法則。

6.以上の議論への注意及び問題点。

7. 1効用， Uti1ityJ とは何か?

8.期待効用の概念。

9. より一般的な期待効用。

10. ある問題点。

11.幾つかの文献と経済行動への問題提起。

参考文献。

1. r確率， Probability Jとは何か?
AとBとの相撲の試合を考えてみよう。試

合は正に「その場Jの「一回」限りであり， 1引

き分けjは「あり得ないJとする。すると「結

果」は IAが勝ち， Bが負ける」か IBが勝

ち， Aが負ける」かの一方のみであり，しかも

これら以外には「あり得ない」こととなる。こ

の場合 IAが勝ち， Bが負けるJことへの「あ

なた」の「確からしさJ，つまり「確率」とは，

はたしていかなる「もの」であろうか?

今 IIAが勝つ」が「通用する」場合には「乙

の千円札」を「あなたJに進呈する」という一

つの「くじ」を「私」が「あなたJへと提示し

た場合，但し私」が「くじJの約束を誠実

に履行することを前提とした上でだがあな

た」はこの「くじ」をはたして幾らに「見積る」

信太郎

であろうか?このばあいの11見積り」の結果J

とは，結局あなた」は乙の「くじ」を幾ら

までの金銭を出して「購入するj覚倍があるの

かという「間い」へのあなた」の(自身を

欺くことのない) 1正直な答えJに他ならない。

つまり見積りの額」とは， 11その」くl5Jに

対するあなた」自身が定める 11その」値段」

であり，この 11個人的な」値段」が IAが勝

つJという「できごとJ(あるいは「事象J)に

関わる(1あなた」自身の) 1不確定性， uncer-

taintyJに対するあなたJ自身の「見積り」

なのである。

そこで 11そのJ値段」と 11その」千円」と

の比率を IAが「そのJ試合に勝つ」ことへ

の「あなた」の「確率」であると定義する」

こととしよう。そこでもし「あなた」が 11そ

のJ値段Jを 1354円である」と見積るのなら

ばあなたJにとっての問題の「確率」は

10. 354J となる。もちろんあなたJとは別

の「個人」が別の「値」を自身の「確率」とし

ても，それは何ら異様ではない。本来の「確率」

とは正に「個人的な「ものJJなのである。

2.対人的な枠組における「損か得か」の判断

ところであなたJの「確率」は「個人的

な「ものJJなのであるが，一方ではあなた」

と「私」との間の「取引J(あるいは「売買J)と

いう対人的な枠組がありあなた」も「私」も

11明白にJ損である」取引には応じないはずで

あり，従ってあなた」が決める 11そのJ値J

には，緩やかではあっても何らかの「制約Jが
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あるはずで、ある。つまり例えばあなた」が

問題の値を 11003円Jと決めたとすると， A

の「勝ち負け」に関わらず「私」は「あなた」

から「その 1003円」を受け取るがあなた」

は IAが勝つJ場合にのみ「私」から 11000

円」を受け取り負け」の場合には何も得ら

れず，結局 11少なくともJ3円Jを「必ずJ

失うこととなるのである。従ってあなたJ

が通常の「損か得か」の判断を尊重する限り，

「あなた」自身が定める「値」は 11000円を越

えることがない」のである。一方あなた」

が問題の「値」を例えば 1-2円」と主張す

れば，これは「私」が「あなた」に， Aが「負

けJならば :2円」を， Aが「勝ち」ならば 11002

円」を渡すことを意味するので私」は 11少

なくともJ2円Jを「必ず」失うこととなり，

当然取引に応じることは出来ない。つまり取引

が成立するためにはあなた」が定める「値

段」が 10円以上であり 1000円以下であるJ

ことが「必要Jなのである。従ってあなた」

の「確率」は 10以上かつ 1以下」でなけ

れば「ならない」のである。

さらにBに対しでも同様の「くじ」を導入

するとどうなるであろうか。つまり IBが勝

つ」ならば1000円を， IBが負けるJならば0

円を私」が「あなた」に渡すという「くじ」

を考えるのである。しかも「あなたJは，乙の

「くじ BJの「あなた」にとっての「値段Jと，

先の「くじAJの(やはり「あなた」にとって

の)1値段」とを，個別的にではなしに「共に」

(もし「時」の利用を認めるのならば，言わば

「同時的にJ)，つまり「結合的にJ，考察する

ものとしよう。そ乙で「あなた」が，例えば，

11くじ AJは自分にとっては 554円であり，

しかも「くじBJは自分にとっては445円であ

るJと見積ったとする。この取引に「私」が「仮

に」応じたとすると私」は「あなた」から合

計で 999円を受け取るが IAが勝ちJか IB

が勝ちJかのいずれであっても私Jは「あ

なた」に 1000円を支払うのであるから，結局

いずれが勝ったとしても「私Jは差し引きで 11

円の損」となる。つまり，問題の取引に「私」

が応じるのならば 11必ずJ1円を失う」ので

あるから私」は問題の取引には「応じない」

こととなる。一方「あなた」が仮にJだが，

「くじ AJ及び「くじBJを各各556円及び446

円に見積るのならば， 1あなた」は「私」に 1002

円を支払い，しかし， AかBかのいずれか一

方しかも一方のみが「勝つ」のであるからあ

なた」は「私jから 1000円を受け取ることと

なり，結局「あなた」は，いずれが勝っても11必

ずJ2円を失うJこととなり 1556円及び446

円」という自身の見積りの「まま」では，取引

に応じては「ならない」はずである。つまり取

引が成立するためには 11くじ AJ及び「くじ

BJに対する「あなた」の「付け値」の合計が

1000円である」ことが「必要」なのである。

従って IIAが勝つJ及び IBが勝つJへの「あ

なた」の「確率」の総和は 1でなければ「な

らないJJのである。

3. r確率」の加法法則
以上の議論を少しく一般化してみよう。「あ

なた」はとにかく一つの「世界Jに直面してお

り，この「世界」は「空」ではないとする。こ

の場合，事象A及びBが 11世界」の分割」で

あるとは，互いに排反でしかも悉皆的であるこ

とを言う。ここで「互いに排反である」とは，

A及びBの内のいずれか一つが「通用する」の

ならば他は「適用しないJと言うことであり，

「悉皆的である」とは，A及びBの内の少なく

とも一つが「適用する」ということである。つ

まり 11世界Jの分割」であるとは，A及びB

の内の一つしかも一つのみが Ir必ずJ起る」と

いうことである。同様にして，事象がA，B， 

及びCの三つの場合にも 11世界」の分割」と

いう概念が定義できる。また事象Aの「余事

象」とは， IAの否定」というととであり，こ

れは IAが適用しない場合，かっその場合に限

って適用する事象」であり，乙れは例えば~A
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などと表記される。事象A 及び~A が常に分

割であることは注意すべきである。事象A及

びBの「合併」とは， fAかBかの少なくとも

一方が通用する場合，かっその場合に限って通

用する事象」であり，(A or B)と表記される。

また，A及びBの「共通部分」とは fAとB

とが共に適用する場合，かっその場合に限って

通用する事象」であり，(A and B)と表記され

る。三つ以上の事象に対しでも同様にして「合

併j及び「共通部分」が定義できる。

と乙ろで，事象Aに対する「あなた」の「確

率」を P(A)と表記すると，上の節で得た結論

は fA及びBが「あなた」にとって「世界」

の分割であれば，P(A)+P(B)=1でなけれ

ば「ならないJJと一般的に表される。この式

は，p (A)+P(~A)=1 と表現する乙ともで

きる。さらに同様の議論によって fA，B，及

びCが「あなたj にとって「世界」の分割で

あれば，P(A)+P(B)+P(C)=1でなければ

「ならないJJが従う。これらは言わば「世界」の

分割に関する「公式」だが，ここでは「分割の

法則」と呼んでおもこの「分割の法則」から，

P (A)十P(B)=1-P(C)となるが，一方やは

り「分割の法則Jから， 1 -P (C) =P (~C) 。

さらに cr世界」の)分割の定義により ~C

と(A or B)とは事象として同一である。従っ

て，P(A)+P (B)=P (A or B)となる。これによ

って次の「加法法則， addition rul巴」を得る。

「確率」の加法法則 fA及びBは互いに排

反であると仮定する。すると次が従う。

P (A or B) =P (A) +P (B)oJ 

特に，p(A or ~A)=P (A)+P(~A)=1o こ

こで前半及び後半の等号は各各加法法則及び

「分割の法則」による。ここで事象(Aor ~A) 

は ff常に」適用する」事象であり，このよう

な事象の「確率」は 1なのである。さらに，

例えば ff明日の午前 6時にここで雨が降って

いるJのならば「明日の午前 6時にここは晴

れではないJJのように fAならばBJが成立

する事象A及びBに対して，常にP(A)三P(B) 

となる。実際， A 及び ((~A) and B)は互いに

排反であり，Bと(Aor ((~A) 叩d B))とは

「同じ」事象であり，加法法則により P(B)= 

P (A)十P((~A) and B)となるが確率Jは

負にはならないので，右辺の第二項は O以上

であり，P (B)? P (A)となる。

4. rくじJ及び「確率」の「定義」の再考
上の第 2節では ffAが勝つ」場合には 1000

円を「私」から「あなた」む手渡すが負け」

の場合には O円を手渡す」という「くじ」を

想定したが，任意の事象Aと任意の値 Cとに

対して fAが適用する場合には，またその場

合に限って，予め指定されている金額 Cを

「私」から「あなた」に手渡す」と言う「くじ」

を導入できるはずである。ここで値 Cが負で

あれば，Aが適用する場合に-c円が「あなたj

から「私Jへと手渡されるとととなる。そこで，

fAに依存する金額cJに対する言わば「交換

の比率Jpで， cが「いかなるJ値であれあ

なた」は fAに依存する金額cJと金額cpと

を「交換する」覚悟があると言うような，値p

の「存在」を仮定しておいて，このpをあ

なた」の事象Aに対する「確率Jと呼ぶこと

とする。このpの「存在」は自明ではないが，

少なくとも「あなたJは， 自身が問題とする各

事象に対してこのような「交換の比率」を定め

ることが「できる」と仮定するJのである。

つまり「あなた」は賞金J1円当りの自身

にとっての，しかし問題となっている事象に依

存する，だが「賞金」の特定の額には依存しな

い，自身にとっての「値段Jp円を定めること

ができ， この「値段Jと 1円との比率pがあ

なた」にとっての「その事象」の「確率」に他

ならない。

5. 条件っき「確率」及び乗法法則

こ乙で条件つきの「くじ」を考えてみよう。
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「明日の午前 9時にはその競技場で雨は降って

いない」という事象をAとし明日の午前 9

時に行われるその競技場での 100m走の決勝

であなた」のチームの選手の誰かが一位と

なる」という事象をB とする。そこで IBが

通用する場合には「私Jから「あなた」に C円

進呈するが，他の場合には何も進呈しない」と

いう「くじ」を考える。だがここで，この「く

じ」はIAが通用する場合に限って有効である」

と規約するのである。つまり IAが適用しな

い」場合には 11あなた」が差し出す「この「く

じj に参加するための料金」は「あなた」へと

差し戻されわたくしJはBが適用するか否

かにかかわらず，賞金を手渡すことはなく，こ

の「くじ」は成立しない」のであり IAが適

用するJ場合には，通常通りに「くじJが成立

するのである。このような「条件つきの「くじJJ

をB IAと表記して IAが与えられている場

合の「くじJB， B given AJ と呼ぶこととす

る。この条件つきの「くじJに対して，賞金 C円

が「いかなるJ値であれあなた」が「私」に

代金として Cp円を支払う覚悟があるのなら

ば，この「交換の比率JpをあなたJにと

っての IAが与えられている場合の，Bの条件

っき確率j と「定義する」のである。なお，賞

金が C円である条件つきの「くじ」をCBI A， c) 

と表記し，一方(A， C)で，事象Aに依存する(賞

金が C円である)通常の「くじ」を表すこと

としておく。

三つのくじ(BI A， c，)， (A， C2)，及び(Aand 

B， c，)に対する「あなた」の「確率」を，各各

p， q，及びrとすると確率」の「定義Jに

よって，p， q，及びrは賞金 C}，C2，及びc，の

金額には依存しない。そこで「世界」の分割，

~A ， (A and ~B) ， 及び (A 叩d B)を考えて，

各場合に対応する「あなた」の収入を算出して

みよう。 I~A が適用する」場合の「あなた」の

収入 g，は，

gl = -C2 q -C3 r 

となる。 I(Aand ~B) が適用するJ 場合の「あ

なた」の収入g2は，

g2 =一C1P + C2 (1 -q) -C3 r 

となる。 I(A叩dB)が適用する」場合の「あ

なたJの収入g，は，

93 = C1 (1 -p) + C2 (1 -q) + C3 (1 -r) 

となる。乙れらの等式を行列で表現すると，

lilti ii;1:;l 
となり，乙こで右辺の 3X3行列をAとして

おく。仮に， 1あなた」が定めた「確率Jp， q， 

及びrが賞金の額 CI，C2，及びc，を「私」が

「うまく」選ぶ乙とによってあなた」の全て

の可能な収入g" g2及び g，を悉く負にできる」

という性質を満たすのならば，三つの場合のい

ずれに対しても「あなた」の収入は負であるの

だからあなた」は 11必ずJ損をする」こと

となり，結局「あなたJは，このCp， q， r)と

いう「確率」の対を「修正」しなければ「なら

ないJはずである。ところで，線形代数におけ

る基本的な命題によれば，行列Aの行列式det

Aが Oではないのならば私」は gj，i= 

1，2，3，の全てが負になるように Cj，i=l， 2， 3， 

を選ぶ乙とが「できる」のであるからあな

た」の「確率Jp， q，及びrが「あなたJ自身

に「損をもたらさないj ためには， det Aが O

となることが必要である。ところが， det A= 

Oとr=qpとは同値である。従ってあなたJ

が定める三つの「確率」は，r=qpを満たさな

ければ「ならないJこととなる。

ここでp，q，及びrの各各を p(BIA)，p(A)， 

及びp(A and B)と表記すると，次の「乗法法

則， multiplication 印刷が従う。



2003. 3 主観確率及び期待効用の概念 闘 45 (461) 

「確率」の乗法法則事象A及びBを任意の

事象とし IAが与えられている場合の，Bの

条件っき確率」を P(BIA)と表記すると，次が

従う。

p(A and B)=P(A)P(BIA) oJ 

乙れより，IP (A)が Oでないのならば，P(BIA) 

=P (A and B) /P  (A)Jが従うが，乙の式は，

左辺の「条件っき確率」を右辺の「確率」の比

で「定義している」のではなく，あくまでも乗

法法則の系である。ところで， 0 三五P(A and B) 

三五P(A)は常に成立しているので，IP (A)が O

でないのならば， 0壬P(BIA)亘1Jが従う。

しかし，P (A) = 0の場合にはあなた」は

事象Aを「実際上不可能， virtua11y impossibleJ 

と見なしているのであり，実は条件つきの「交

換の比率JJP (BIA)は符号を含めて任意の値

を取り得るのである。

だがここで，事象Aが「あなた」にとって「実

際上不可能である」とは，いかなる状況を(1あ

なたJの「行為」との関りにおいて)意味して

いるのかを明確にしなければならない。そと

で， A が適用する場合には賞金 c，が ~A が

適用する場合には賞金 C2があなた」へとも

たらされる「くじ」をL(A)として，この「く

t:Jが「あなた」へと無料で差し出されている

場合， 1あなた」は， 乙のL(A)と「自身の「そ

の現状， the status quoJを維持するJという選

択肢とのいずれを選ぶこととなるのかという

「聞い」を考えてみよう。賞金 C，及び C2がと

もに負の場合に「くじ」を受け取ればあな

た」はくじ」の規約を尊重する限り，いず

れの場合でも(例え僅かではあっても)正の金

額を「くじ」の提供者に手渡さねばならないの

であるから現状の維持」を選択するであろ

う。また， これらの賞金が共に正の場合には，

「あなた」は，いずれの場合でも(例え僅かで

はあっても)正の金額を無料で受け取るととが

できるのであるから，L(A)を選択することで

あろう。そこで， C，が負でのが正の場合を考

えてみると， C，がもたらす損失がいかに巨額(例

えば 1兆円の損失)であろうとも，また C2が

もたらす利益がいかに微小(例えばo.0001円
の収入)であろうともあなた」が (1現状の

維持Jよりも)L (A)を(平然として) 1常に」

選ぶのならば，事象Aは 11あなた」にとって

実際上不可能である」と言い表すこととするの

である。つまりとの場合「あなた」は，Aに依

存する損失や利益に「全くJ無関心でいられる

わけである。だが， この「不可能性」の「定義」

が個人Jの「内的な直観Jによるのではな

く， 1その不確定性」に直面している「個人Jの，

自身にとっての損か得かの(冷静な)判断に基

づいていることには，十分に注意すべきであ

る。

ところで，乗法法則の系として IBayesの公

式 Bayes'fonnulaJが従う。つまり IP句)

=0ではない」ことを仮定すると，P(AIB)= 

P (A)p (BIA)/P (B)が従うのである。実際，

P (A and B) =P (B and A)だが，乗法法則に

より，左右の辺は各各P(A)p (BIA)及びp臼)

P(AIB)に等しく，一方 IP(B)は Oではない」

ので，この両辺を P(B)で割れば結果が従う。

また，加法法則及び乗法法則によって，次の「分

割公式， p訂出onfonnulaJが従う。つまり，

A;， i= 1，… n，を「世界Jに対する「有

限的な」分割とすると，任意の事象Bに対し

て，P(B) = ~;'~l P(A; )P(B IA; )が成立する。

6.以上の議論への注意及び問題点

以上の議論で注意すべきなのはあなた」

が「その「くじJJに対して見積る言わば「付

け値」に基づいて 11そのJ事象」に対する「あ

なた」の 11その」確率」が「定まるJという

ととなのであり，つまり確率Jは「不確定

性」に直面している「あなた」自身の「行為」

によって「定義される」のである。従って，こ

の「確率Jは未知ではあるが固定されてい

る「客観的な」確率」などではなく，特に 11類

似する」試行の「無限的な」系列がもたらし得
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る」諸結果から成る「無限的な」系列に基づく，

相対的な頻度の II極限」のようなもの」では

元来ないのである。 IIそのJ事象Jがもたらす

「結果Jというものは，あくまでも IIその」一

回限り」のものであり類似する」試行の系

列がもたらす「であろう」諸「結果Jの系列も，

IIその」試行の系列」に関する II一つの」事

象Jに対応する「その「一つの」結果」に他な

らない。「事象Jとは本来「できごとJであり，

その「生起」は当然 IIそのJ一回限り」のも

のであり確率」とは，この「一回限りの生

起Jに対する「あなた」自身の「見積り」なの

である。

一方確率」の計算に関する「法則」は，

III私」がうまく「くじJの賞金(負や零の場

合もあり得る)を選択することによって，その

「くじ」のどの「結果」がもたらされようとも，

常に「あなた」が「損をする」ようにできる」

という状況をあなた」はとにかく回避しな

ければ「ならないJJ という「原則」に従って，

導出されたのである。この「原則」はあな

た」の「見積り」が(損か得かの判断において)

言わば「整合的である， coh巴，rentJことを要請

するものでありあなた」が(通常の意味で

の) 1自身の損失」を回避しようと欲する限り，

従わざるを得ないはずの「要請」である。そこ

で，この「整合性， coherenceJの要請が満た

されるための必要条件として確率」の加法

法則及び乗法法則が「証明されたJのであり，

これらの「法則」は「あなたJの「見積り」が

満たさなければ「ならない」言わば「規範」で

ある。ところで前節で注意したように，この「規

範的な」考察からすれば確率」を(零でな

い)1確率」で割ることによって「条件っき「確

率JJを天下り式に「定義してしまうJという「慣

例」は，(1規範Jとして正当化される)乗法法

則の系として得られる「等式」によって，正当

に置き換えられてしまうのである。

だが，以上の議論にはかなり明白な問題点が

ある。それは第 4節でのべた「値Jpの「存

在」に関するものである。つまり II事象A

に依存する賞金 cJの「あなた」にとっての「交

換の比率Jpが，いかなる Cに対しても「共通

の」値として「定まるJJ という「想定Jであ

る。例えば，一枚のコインを「私」が一度だけ

投げ上げるという試行を想定して，さらにこの

試行でその」コインが「裏Jか「表jかの

いずれを見せるのかはあなた」にとって「実

際上無差別である」としてみよう。ここで，

II裏」の場合には「あなた」に 100円を進呈す

るが表」ならば何も渡さないj という「く

じ」を「私」が「あなた」に差し出す場合あ

なたJがこの「くじ」の(自身にとっての) I値

段」を 150円である」と見積るとしても，多

分「異常」ではあるまい。だが私Jが賞金

を100円から 20万円へ格上げした場合にあ

なたJがこの格上げされた「くじ」と「自分自

身の 10万円の現金」とを平然と交換するであ

ろうとは，どうも「私」には思われないのであ

る。恐らくは，この格上げされた「くじ」の「あ

なた」にとっての「値段」は通常はJ10万

円よりも下がるはずであろう。つまり 1あな

た」にとっての「賞金に対する「効用JJがあ

なた」の「見積り」に影響を及ぼすのであり共

通」のpなどは「存在しない」のである。結

局，上の議論を説得力のあるものにするには，

「賞金の額の絶対値が「適度に」小であるJと

いう「制約」を導入する必要があるであろう。

だが， このような「制約Jが「うまく機能する」

ためには II制約Jの範囲内での「賞金JJ に

対応するuあなた」の) 1効用」が「賞金の額」
に「ほぽ」比例していることが必要であり，結

局(1あなたJと「私」とが)いかなる「制約」

を設定するに至るのかは，少なくともあな

た」の「賞金に対する効用」の原点の周りでの

挙動に依存することとなるはずである。

従って確率」についてのさらなる「真剣

な」考察を遂行しようとすれば， 1確率」と「効

用」との関りを明確に捕えなければ「ならないJ

こととなるのである。
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7. r効用， UtilityJとは何か?

何らかの「くじ」の「賞」として (rあなたJ

へと)もたらされ得る(金銭的とは限らない)

幾つかの「対象Jの「あなた」にとっての「価

値」を「合理的にJ見積ることは，少なくとも

原理上は可能であろうか?ここではあなた」

の「選好， prefl巴renc巴」とある種の「標準的な「確

率J， canonica1 probabiliti巴sJ とに基づいて，乙

の「見積り」を考えてみよう。ここで「選好」

とはあなた」の(損か得かの判断に基づく)

「選択の様式」の乙とでありあなた」が対象

aよりも対象bを「選好するJとは， (いずれ

を選ぶのかは全く「あなた」のみの判断による

として) r aよりも bを「より得であるJとして
選ぶ」ということである。例えば通常の」

状況ではあなたJは， 16円の賞金よりも 103

円の賞金を「選好する」はずである。ところで，

G及びbが「異なるJ対象ではあってもあな

たJがそれらに対して「意味のある」序列を設

定できず raとbとは無差別である」と判断
する状況も無視できないのである。つまりあ

なた」にとって raとbとが無差別である」と
は rα かbかの選択」を他の crあなた」にと
っては未知の) r誰か」に任せたとしても，また
その「誰か」がいずれを選ぼうとも，その(未

知の) r誰か」の選択に従うことにおいて，自
身にとっては「何の損失もない」と「あなたJ

自身が判断していることなのである。このよう

に考えると， r賞」となり得る対象に対する「あ
なた」の「選好」とは数」の聞の「通常の」

順序に「似た」ある種の序列であるように見な

され得るであろう。そこで例えば αとbと

が無差別である」場合をも考慮して raの選
好はb以下であるJとか rbの選好は G以上

である」というような表現を利用し得るであろ

つ。

と乙ろでその「くじJJが「賞」としても

たらし得る対象の全体においてあなた」に

とって「最も損な」対象と「最も得なJ対象と

が含まれていると想定しても，それほど不当で

はないであろう。さらにまた「あなた」自身が，

「その「くじJJがもたらし得る対象のいずれよ

りも選好が「以下である」対象ιと，やはり

それらのいずれの対象よりも選好が「以上であ

る」対象日とを設定し得て，しかも rc.より
も♂の方が選好が上である」とできるとして

も良いであろう o 例えば，いずれの「賞」もcrあ
なた」にとっては) r -16円」から rS93円」ま

での範囲内にあると (rあなたJによって)判断

される場合にはあなた」はら及び、♂を，例

えば，各各 r-100円」及び r1000円」と設定

し得るわけである。以下ではあなた」の「効

用」を測定するために，このような対象c.及

びcホを「結果Jとしてもたらすある「標準的

な「くじJJを利用することとなるのであり，こ

れらむ及び、ρは言わば「基準となる「結果JJ

である。

次に標準的な「確率JJを「個人」の「想

像上の実験」によって導入する。一つの「壷」

の中に例えば 100個の「同形かつ同質の」ボー

ルが入っており，それらに順に 1から 100ま

での番号が一つずつ打たれているものとしよ

う。乙の「壷」から一個のボールを取り出すの

だが，この取り出し方は次の様式において(そ

の「個人Jにとっては) rランダム， randomJ 

である。つまり番号がiであるボールが抽

出されるのならば当り」賞である♂が自身

へともたらされ，他のボールの場合には「はず

れJ賞c.がもたらされる」という「くじJは，

その「個人」にとって，番号iが 1から 100

までのいずれであっても皆無差別である。従っ

て，抽出の様式がランダムであれば，例えば，「i

が lである「くじJJと riが99である「く

じJJとriが74である「くじJJとは，その「個

人」にとって無差別なのである。このような(個

人的に「ランダム」な)抽出実験を想定して「標

準的な実験」と呼ぶこととする。そこで「標準

的な「確率JJとは，乙の「標準的な実験」に

おいて，(iを 1から 100までの任意の数とし
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て)r 1番から i番までのボールのいずれかが
抜き出される「確率JJのことである。ここで， 1 

番から 100番までの任意の番号j及びkに対し

て，ランダム性の「仮定jにより，その「個人」

にとっては，。番目が抜き出される「確率JJ

と rk番目が抜き出される「確率JJとは「等

しい」はずである。ところが標準的な実験」

が行われることを前提とすれば r1番から 100

番までのボールのいずれか一つ，しかも一つの

みが，抽出されるJのであるからいずれか

一つが抽出される「確率JJは 1である。そこ

で加法法則により， U番目が抜き出される「確
率JJは100分の lであり，また「標準的な「確

率JJは各iに対してi/100である。また標

準的な実験」が行われることを前提とすれば，

「どのボールも抜き出されない「確率JJは O

であり，これは「標準的な「確率JJのiを O

で置き換えることによって得られる値であり，

「標準的な「確率JJ と見なして良いであろう。

さらにまた「標準的な実験」においては壷」

の中の 1個のボールを予め指定しておくと，こ

れら i個の内のいずれかが抽出される「確率J

はi/100となる。

さらに r1番から i番までのボールのいず

れかが抜き出される場合には「当り」賞♂が，

他のボールの場合には「はずれJ賞ιがもた

らされる「くじJJを「標準的な「くじJJと呼

ぶこととして，これをLCi)と表記し，さら

にLCO)は，(r当りボール」がない) rはずれ」

賞のみがもたらされる「くじJとしておく。す

ると，rj<kならば，その「個人」はL(j)よ

りも L(k)を選好するに至る」ことは，前者の

「当りボーJレ」を後者の「当りボール」が(強

い意味で)含んでいることを考慮すれば，多分

「当然」であろう。この「標準的な「くじJJの

(r個人」の)選好による序列はくじJに対

応する「当り」の「確率J，つまり「標準的な「確

率JJの通常の」意味でのcr数Jの)大小順に
一致しているのである。

以上の「標準的な実験」及び「標準的な「確

率JJの議論においては，個人的な無差別性(あ

るいはランダム性)の「仮定」が本質的なので

あって壷」の中の 2個以上のボールの総数

が結局幾つに設定されるのかは本質的ではな

い。しかし rr効用」の測定Jを試みる場合に

は標準的な「確率JJが「大まかに過ぎる」

と多分困難が生じるので，上ではボールの総数

を100にしておいたのである。

そこでrr効用」の測定」である。「その「くじJJ

が「あなた」へともたらし得る「賞」たちの全

てを聞に挟む「基準となる「結果JJ c.及び♂

を「あなた」は設定し得るのであった。そこで

任意の「賞Jcに対する「あなた」の「効用」

を次の様に「測定」するのである。まず， c.及

びcキを各各「はずれ」及び「当り」賞とする「標

準的な「くじJJL (i)と査」からどのボー

ルが抜き出されようとも「常にJcをもたらす

「くじJ(c)とを導入する。 L(O)及びL(100) 

は各各「常にJc.及び、rをもたらす「くじ」で

あるのであなたJの選好は r(c)はL(O)
以上でしかもL(100)以下であるJを満たすは

ずである。そこで， L(i)の番号iを Oから順

に100まで増加させて行くとあなた」の選

好は，L(O)， L(1)， L(2)，…，という系列

に従って(強い意味で)増大して行くのである

から，そこで， (c)を挟む，即ち rL(j)及び
L(j+1)は各各(c)以下及び以上であり，

ここで「以下」及び「以上j の少なくとも一方

からは「無差別性の場合Jを排除できる」を満

たす，ある番号jが(一意的に)存在するはず

である。(もしj=100ならば， (c)とL(100) 

とは無差別となり cとc'とは「あなた」に

とっては結局「同じ」価値を持つこととなる。)

ここで「標準的な「くじJJの「当り」の「確

率J，つまり「標準的な「確率JJを用いて，も

し(c)がL(j) と無差別であれば rrあな

た」にとっての Cの「効用Jはj/100である」

と，またL(j+1) と無差別であれば rrあな

た」にとっての Cの「効用」は(j+1)/100 

である」と，表現することとし，さらにこれら
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の無差別性が crあなた」にとっては)成立し
ないのならば，その状況を 11あなた」にとっ

ての Cの「効用」は，j/100より大でありu
+ 1)/100より小である」と言い表すのであ
る。この最後の場合は， c.及び♂に基づいてIc

に対する「あなたJの「効用JJを捕える際に

は標準的な「確率JJの「精度」が言わば「少

し粗い」ということなのである。そこで壷」

の中のボールの総数を増大させて，例えば1000

個にして，同様の考察を行うのである。する

と 「標準的な「確率JJに基づく 1cの「効用JJ 

の「見積り」は， 11直が1000分の lの唯一の(し

かも以前の区間に(強い意味で)含まれる)区

間へと限定されるのである。それでもなお無差

別性が成立しないのならば，さらにボールの総

数を例えば10000へと増大させて「測定」を遂

行することとなる。しかし 11実際上の」あな

た」は， 1000分の lという「日常的にはJ微

小な「確率Jをさらに分割して自身の選好の「微

小なJ変化を的確に捕えることに，相当な困難

を覚えるはずである。だが，原理上はあな

た」による無限的な 11精度j の向上の過程」が

(正に「あなた」によって)想定「できるJの

であり，結局，区間から成る(幅が「限りなく」

Oへと近づく) 1 (強い意味で)減少する」あ

る無限的な系列が「収束するJ唯一の点をあ

なた」は「指定する」に至るのである。この唯

一の点は標準的な「確率JJの「極限」であ

り， 0以上で 1以下の「実数」である。乙の

唯一の「実数」が 11あなた」にとっての C

の「効用JJに他ならない。

結局， 11あなた」にとっての Cの「効用JJは，

「標準的な「確率JJか，その「極限」によって

「得られるJのだが，しかしもし「標準的な実

験」を，単位区間 [0，1]からの 11ランダムな」

一点の抽出」として設定「できるJのならば，

「標準的な「確率JJは「連続的なJものとなり，

「効用Jは全て「標準的な「確率JJによって「測

定される」はずである。

このような cr個人」の「想像上の実験」に

基づく)11効用」の測定」を踏まえた上で cに

対応するこの「確率Jを 11あなた」にとって

の Cの「効用JJであると「定義するJのであ

る。この「効用」の値は「基準となる「結果JJcホ

及びc'に依存するが，これらを指定すれば，

それは「確率Jによって唯一「定まる」のであ

る。つまり効用」は「確率」によって「表現」

される。

8.期待効用の概念

前節で導入した「標準的な「くじJJを僅か

に一般化してみよう。「壷」の中のボールの総

数を例えば600個としこの「壷Jから「ラ

ンダぶに」一つのボールを抜き出すJという「標

準的な実験」を想定するのだが，例えば 11

番から 100番までのボールの一つが抜き出され

るJという事象をA，1101番から 300番まで

のボールの一つが抜き出される」という事象を

B，さらに， 1301番から 600番までのボールの

一つが抜き出される」という事象を Cとして，

これら A，B，及びCが「通用する」場合に

おいて，各各「賞JC!， C2，及び C3が「あなた」

へともたらされるものとするのである。つま

り標準的な実験」を「行う」ことは前節と

同様なのだが壷」の中のボールはA，B，及び

Cによって分割されており，この分割の各事

象に依存して「賞」がもたらされるのである。

この「実験Jが行われることを前提とすれば，

A，B，及びCの内の一つしかも一つのみが「通

用する」乙ととなる。このような「くじJを

(A.， B， C; c" C2， C3) と表記しておこう。

そこで，この「くじ」の 11あなたJにとっ

ての「価値JJをいかにして「見積るべき」な

のかが問題となるのである。つまり，この「価

値」を「見積る」ための「正当な」様式とは結

局いかなるものなのかと言うことである。既に

前節で述べたように C" C2，及び C3を聞に挟

む「基準となる「結果JJι及び、♂を「あなた」

自身が設定し，さらに「あなた」自身の「標準

的な「確率JJを利用することによって，C" C2， 



50 (466) 経済学研究 52-4 

及びCJの各各に対する「効用JUI， U2，及びUJ

を「あなた」は「定める」のであった。即ち，

Cjは["C*及び♂を各各「確率J 1 -Uj及び

Ujでもたらす「くじJJと無差別なのであり，

この「くじ」をcCUj)と表記しておく。すると

CA， B， C;CI， C2， cJ)はくじ」を「賞」と

してもたらす「くじJCA， B， C ; cCUI) ， cCU2) ， 

C (uJ))と無差別なはずである。そこで (Cjを

C (u)によって「置き換える」ことによって得

られる)この「くじ」を「見積る」こととする。

議論の様式を簡単にするためにくじJc(u) 

は， 100個のボールを含む「壷JUjにおいて

l番目から 100Uj番固までのボールが抜き出

される場合には♂を，他の場合にはらをもた

らす「標準的な「くじJJであるとしよう。す

ると，次のような(1二段階の抽出」に基づく)

「くじ」が問題となって来る。つまり， 600個

のボールを含む元の「壷」をUとすると，こ

のUから「ランダムにJ一つのボールを抜き

出し，そのボールがA，B，及びCのどれに

属するのかを「観察」し，例えばBに属する

のならば壷JU2からの「ランダムなJ抽出

を行い，抜き出されるボールが 100U2番固まで

ならば「賞Jc*を 100U2番目を越えていれば

「賞」らをあなた」が受け取ると言う「くじ」

である。このような「くじ」では結果Jは

♂からであり，しかも「あなた」にとって C*

の選好はむよりも上なのであるから C*が得

られる(1あなた」にとっての) ["確率」が， こ

の「くじJの(1あなた」にとっての) ["効用J，

つまり 11価値」の指標」となるはずである。

そこでこの「確率」を見積るために，各「壷」

Uj を元の「壷JUに「組み込みJ，(1二段階の

抽出」に基づく) ["くじ」を (["Uからの抽出」

に基づく) ["くじJへと「変形する」こととし

よう。そこで例えばU2を「組み込む」場合に

は，事象Bに対応する 101番から 300番まで

のボールに対して， 101番から 100+200U2番

までには各各ラベル["Cつを一つずつ，他の

ボールにはラベル["c.Jを一つずつ記すことと

するのである。この「組み込み」によって，(1二

段階の抽出」に基づく) ["くじ」は ["Uから一

つのボールを「ランダムに」抜き出し，そのボ

ールの番号と「ラベル」とを「観察Jして，そ

の「ラベル」に対応する「賞Jを「あなた」に

与える」という「くじ」に「変形されるJので

ある。ここで抽出の「ランダム性」によって，

「ボールの番号が例えばBに属する場合に

は，記されているラベルが["C勺となる(1あ

なた」にとっての) ["確率」はぬとなる」とし

て良いであろう。すると「あなた」にとっては，

この「変形された「くじJJは，元の(1二段階

の抽出」に基づく) ["くじ」と無差別となるは

ずである。ところでこの「変形された「くじJJ

においては，ラベル["c' Jを持つボールの総

数は 100ul+200 u2+300 UJ個であり，他はラベ

ル ["C*Jが記されている。従って当り」が

得られる「標準的な「確率JJは(100UI + 200 U2 

+ 300 uJ) /600となり，これが「あなた」にと

っての「変形された「くじJJの「効用」に他なら

ない。一方， CA， B， C;cJ， C2， cJ)とCA，B， 

C ; cCUI) ， cCU2) ， cCuJ) )とは無差別で，しかも

後者と「変形された「くじJJ とは無差別であ

るから， CA， B， C;CI， C2， cJ) と「変形され

た「くじJJ とは「あなた」にとって無差別なは

ずである。つまり CA，B， C; CI， C2， cJ)の「効

用Jはあなた」にとっては(100ul+200 U2+ 

300 uJ) /600となる「べき」なのである。一方，

「壷JUに関する「標準的な実験」を想定して

いるのであるから，分数 100/600，200/600， 

及び300/600は各各A，B，及びCに対応す

る「標準的な「確率JJPCA)，P(B)，及びP(C) 

に等しい。従って，問題の「効用」はPCA) UI 

+P (B)u'+P (C)uJと表現される。各Ujは

(i番目の事象が「適用する」場合にもたらさ

れる)["賞JCjの「あなた」にとっての「効用J

であるから，問題の「効用」は，分割CA，B， C) 

に基づく「あなた」にとっての「期待効用，巴x-

pect巴dutilityJに他ならない。つまり， (一般化

された)["標準的な「くじJJの「価値」はその「期
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待効用Jによって「見積られる」のである。 準的な実験」の遂行を想定すると標準的な

以上の考察から次の「自身の行為に対する規 「くじJJの系列，L(O)，L(1)， L(2)，…， 

範」が得られる。つまり，幾つかの(一般化さ

れた)1標準的な「くじJJからあなた」が(自

身にとっての損か得かの判断に基づいて，より

得な)一つの「く (;Jを選択する状況において

は， (1あなた」にとっての)J期待効用」が最

大となる「くじ」をあなた」自身は正に選

択しなければ「ならない」。従って期待効用

最大化の原理」が個人」が自身の「行為Jに

対して課する「規範」として，少なくとも(一

般化された) 1標準的な「くじJJの問での選択

に対して正当化される」こととなるのであ

る。

9. より一般的な期待効用

前節では(1壷」からの「ランダムな」抽出

に基づく) 1標準的な実験」における「事象Jに

関してのみ期待効用」を問題としたのであ

る。しかしこの「事象Jとは，実は「その「壷JJ 

に含まれる幾つかのボールから成る「集合Jに

よって表現されるもので、あった。そこで「通常

の」意味での(つまり「できごとJとしての)1事

象Jが問題となる状況では期待効用Jによ

る 11価値Jの見積り」の正当性は従うのであ

ろうか?

まず「通常の」事象に対する「あなたJの「確

率」が標準的な実験」における(ボールの

集合として表現される) 1事象J，つまり「標準

的な「事象JJに対するあなた」の「確率」

によって，つまり「標準的な「確率JJによっ

て見積られる」ことに注意しよう。つまり，

「通常の」事象Aに対して，IAが通用する場

合には「当り」賞 c'が ~A が適用する場合

には「はずれ」賞c.if.，1あなた」へともたら
される「くじJJ (，4， c*)の「あなた」にとっ

ての「価値Jを， (この♂及び、らを「結果」と

してもたらす) 1標準的な「くじJJで(1あな

た」が)見積る作業を想定するのである。例え

ば 100個のボールから成る「査Jに対する「標

L (100)，が導入できるが，すると，番号jで

1(，4， c*)の「あなた」にとっての選好が，L (j) 

以上でしかも L(j+1)以下であり，ことで「以

上」及び「以下」の少なくとも一方からは「無

差別性の場合」が排除できる」を満たすものが

一意的に定まるはずである。(もしj=100なら

ば， (，4， c*)は， 1常に「当り」をもたらす「く

じJJL (100) と(1あなた」にとっては) 1同

等Jとなる。)ここで， (，4， c*)と例えばL(j)

とが無差別ならば，Aに対する「あなた」の「確

率」を標準的な「確率JJj/l00に等しい

と「見積るJこととするのである。もし無差別

性が成立しないのならば壷Jの中のボール

を例えば1000個へと増大させてより精密な

「測定JJを遂行するのである。すると，第 7

節の 11効用」の測定」で述べた「極限的な」過

程によって， 0以上で l以下のある「実数Jp

が唯一定まることとなり，このpを事象Aに

対する「あなたJの「確率Jであると「定義す

る」のである。乙の「定義」は実は単位区

間 [0，1]から「ランダムに」一点を抽出す

る」という「標準的な実験」を「仮に」認める

のならばこの「標準的な実験」によって区

間 [0，pJの点が抽出される場合には♂が，

他の場合にはらがあなた」にもたらされる」

という「くじ」と (，4， c*)とが「あなた」にと

って無差別であればあなたJは，Aに対す

る「あなた」の「確率Jをpと見積るべきで

あると言う主張と実質において同等である」

と恐らくは見なし得るであろう。つまり「通常

のJ事象Aの「確率Jは標準的な実験」の

「標準的な「確率JJによってとにかく「測れるJ

のである。

次にA及びBは「通常の」事象であるが， (1あ

なた」にとって)互いに排反かつ悉皆的である

とする。(例えば冒頭の節で述べた「相撲の試

合」を想起して頂きたい。)そこで「くじJ(，4， 

B ; Cr， C2)の「価値」を「あなたJが見積るの
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である。まず「あなた」は賞Jc，及び C2を

聞に挟む「基準となる「結果JJ♂及び、らを導

入した上で，C，及び C2の「効用」を各各u，及

び U2と「見積る」に至るものとする。ここで，

u，及び U2は「効用j と呼ばれているが，実は

「当り」の「確率J である。また u， 三~U2 と仮定

しておく。また議論を簡単にするために，極め

て多数のN個のボールを含む「壷JUに関す

る「標準的な実験Jを想定しておいて賞JCi 

は「標準的な「くじJJL CNu)と無差別であ

ると仮定しておく。そこで次の(二段階の「観

察Jに基づく) rくじJL(U， A， B)を導入し
てみよう。つまり，まずA及びBの内のいず

れが「適用するJのかを「観察」し，例えばB

が「適用する」のならば，次に「壷JUからの

ボールの抽出を行ってそのボールの番号がNU2

以下か否かを「観察」し NU2以下ならばrを，

しからざればらをあなたJは受け取る，と

言う「くじ」である。この「くじJL(U， A， B) 

は，例えばAが「通用する」場合にはあな

た」は「標準的な「くじJJ L Wu，)に直面し，

(u，の「定義Jにより)この「くじ」は C，と

無差別なのであるから，全体としては「くじJ

CA， B ; c" C2) と無差別なはずである。

そこで「くじJL(U， A， B)を次のように「読

み直す」こととする。つまりまず壷JUの

中のN個のボールを 1番から NU2番まで NU2

+1番から Nu，番まで，そしてNu，+1番か

らN番までの各各 V2，V"及びVoへと分割す

る。(もし u，=ぬならば，V，は空となる。)さ

らに， Uから「ランダムに」抜き出されるボー

ルがどの Viに属するのかを「観察」する。次

に，A及びBのいずれが「通用するJのかを

やはり「観察」する。そこで，ボールが1らに

属する場合には，A及びBのいずれが適用し

でも♂を，V，に属する場合には，Aが適用す

れば♂を，Bが適用すればιを， Voに属する

場合には，いずれが通用してもらをあなた」

は受け取るのである。乙の「読み直し」におい

て，Aが「通用する」場合において♂が得ら

れる「確率」は (V2及び V，に対応する)u，で

あり，Bが「通用する」場合において♂が得

られる「確率」は (V2に対応する)U2であり，

L(U， A， B)とその「読み直し」とは「あなたJ

にとって無差別なはずである。

さらにA及びBに対する「あなた」の「確

率」を各各p，及び、P2として(ここで第 3節で

の加法法則を前提とすればPl十P2=1であ

る)， L(U， A， B)の「読み直し」を次の様に

変形する。多数のボールを含む「ある壷Jにお

いて，全体でP'及び、P2の割合を占めるボール

たちに対して，各各A及びBのラベルを(重

複することなしに)記して，この「ある壷」に

対する「標準的な実験」を想定した上で，次の

様な(二段階の「観察」に基づく) rくじ」を
考えるのである。つまり壷JUの「標準的

な実験」においてれのボールが「観察」され

る場合には，次にA及びBのいずれのラベル

が「観察」されても♂が，また V，のボールが

「観察」される場合には，次にラベルAが「観

察」されれば♂が，Bが「観察」されればら

が Voのボールが「観察」される場合には，

次にA及びBのいずれのラベルが「観察」さ

れてもらがあなた」へともたらされるとす

るのである。このrr読み直し」の変形」を L(U，

P" P2)とすると壷JUでV2が「適用する」

場合には， (加法法則を前提とすれば) r読み直

し」と L(U， p" P2)とは(rあなた」にとって)
無差別なはずであり，V，の場合には，この節

の二番目の段落での rr確率j の測定j に関す

る議論により，やはり「読み直し」と L(U， P"P2) 

とは無差別なはずであり， Voの場合には，(加

法法則を前提とすれば)やはりまた無差別なは

ずである。従って読み直しJとL(U， p" P2) 

とは crあなた」にとって)無差別なはずなの
である。このLCU， P" P2)をさらに次の様に rU

への組み込みJによって変形する。つまり，V2 

のp，及びP2の割合の(重複していない)ボー

ルたちにラベル♂を記し(従って，加法法則

を前提とすれば全てがラベル♂となる)， V，の
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p，の割合のボールたちにラベル♂を，他はc本
を記し，Voのボールには皆 C.を記すのである。

そこで， Uから抜き出されるボールのラベルが

ρからかに従って，対応する「賞」が「あな

た」にもたらされるものとする。乙の「組み込

み」変形の「くじ」は， Uから「ランダムに」

一つのボールが抜き出されることを考慮する

と， (rあなた」にとって，加法法則を前提とす

れば)L (U， p" P2) と無差別なはずである。

ところで，この「組み込みj変形の「くじj

においてラベル♂を持つボールの総数は，

NU2(Pl十P2)+N (Ul-U2)Pl 

であり，これはN(u抑十U2P2)に等しい。「査」

Uのボールの総数はNであるのだからあな

た」が「賞JC'を得る(rあなた」にとっての)

「確率」は，U1Pl+U2P2に他ならず，これが「組

み込みJ変形の「くじ」の「あなたJにとって

の「価値J(の指標)であり，つまり「効用」

である。一方くじJ(，4， B ; c" C2)はuあ
なた」の選好の無差別性を保つ)一連の「変形」

によって，この「組み込み」変形の「くじ」に

至ったのであるから，元の(，4， B ; c" C2)の「効

用」は U1Pl十U2P2によって見積られる「ベき」

なのである。つまりくじJ(，4， B ; c" C2) 

の「あなたJにとっての「価値」は，

U1Pl+U2P2 

によって表現されるのである。ことで Uj は

「賞JCj の「効用」であり，pjは Cj に「対

応する」事象の (Cl及び C2が「異なる」のな

らば，Ci を「もたらす」事象の)r確率Jであ
り，この「価値」の指標はくじJ(，4， B ; c" C2) 

に対する「あなたJの「期待効用」に他ならな

いのである。つまり通常の」事象に基づく「く

じ」に対しでも，その「価値」はあなた」の

「期待効用」によって「測定される」こととな

るのである。

そ乙で次が従う。つまり通常の」事象に

基づく「くじJたちの間での選択においてあ

なた」は， (自身の選好を「欺く」ことがない

限り)最大の「期待効用」を持つ「くじ」を選

択しなければ「ならない」。従ってあなた」

は自身に対して「期待効用最大化の原理」を「規

範」として課すのである。

10. ある問題点

上の第 7節から第 9節の議論においては，

rr壷」の中のボールたちを「ランダムに」抜
き出す」という「標準的な実験」が利用されて

いるのであり， ここで「ランダム性」は，各ボ

ールに依存する，しかし「賞Jは同一である，

一連の「くじ」たちの聞の無差別d性によって「定

義される」のである。だが個人Jはいかな

る(合理的な)根拠に基づいて，多くの「標準

的な実験」における「これらの無差別性」を導

入し得るのであろうか?つまりその個人J

が u確率」や「効用」の) r測定Jの際に「想
定するJ，一連の「標準的な実験」の「その存

在」はその個人Jにとってのいかなる rr合
理的な」規範Jによって I正当化され得る」の

であろうか?不確定性に直面している「その

個人Jの「合理的な」行動様式によって確

率」及び「効用」を「基礎づける」という立場

を「徹底して行く」のならば標準的な「確

率JJの「存在」は rr標準的な実験」の「存
在JJという「想定」に基づくのではなく，正

にu個人Jの行動様式の「合理性Jを規定する)
「規範」によって「証明されなければ「ならな

いJJはずのものである。つまり標準的な実

験」に基づく「確率」及び「効用Jの基礎づけ

は，従って期待効用最大化の原理」の正当

性も，より「根本的な」立場から省察されなけ

ればならないのである。

11.幾つかの文献と経済行動への問題提起

上の第 1節から第 6節までの議論は，

d巴Finetti(1937)の「主観確率， subjective prob-
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abilityJ に関する議論の「前半」に基づいてい

る。また第 7節から第 9節までの議論は，

Pratt， Ra出a，and Schlaifer (1995)の第 2章
の「判断確率， judgmental probability Jに関す

る議論に基づいている。なお同書の第 2及び

第 3章では確率」の加法法則及び乗法法則

が著者らの「判断確率」の立場から「正当化j

されている。(なお彼らの議論は， Pratt， Raiffa， 

and Schlaifer (1964)で既に提示されている。)

一方個人」の「合理的なJ行動様式によっ

て cr個人」にとっての) 1確率J及び「効用」
の「存在」及び(実質的な) 1一意性Jを基礎

づけるという着想は，極めて簡潔な様式におい

てではあるが，既に Ramsey(1926)で提示され

ている。だがRamseyは天逝し，自身の着想を

成熟させることができなかったのである。

ところで，米国の統計学者LeonardJimmie 

Savageは， (彼の「基礎論J，即ち)Savag巴(1954)

において， d巴 Finetti(1937)及びRams巴y(1926) 

を(自身の「個人論的見解， persona1istic viewsJ 

に基づいて，深く)省察し個人」の「確率」

及び「効用」の「存在」及び(実質的な) 1一

意性」を(1個人」が自身に対して課する「規

範」としての)七つの「公準， postulatesJを導

入することによって「証明」し，その副産物と

して， 18世紀以来の懸案であった「期待効用

最大化の原理Jの規範的な正当化に成功したの

で、あった。さらにまた彼は，自身の公準系に基

づいて個人的確率， p巴rsonalprobability Jに

基づく「統計学」を展開しようと試みたのであ

る。 Savageはこの貢献によって主観確率に

基づくベイズ統計学， subjective Bay巴sianstatis】

ticsJの定礎を行った人物と見なされている。

なおここで注意すべきなのは，上の第 6及び

第 10節で述べた問題点が，彼の公準系におい

ては「解決」されているということであり，特

に彼の公準系においては，例えば 11公正な，

f町JコインJの「存在」などを「想定する」

必要はないのである。(なお上の第 10節の論点

については，園 (2002年 9月)を参照して頂

ければ幸いである。また， Savag巴 (1954)の公

準系の概説として園(2001年 12月)の第 1章

を勧める。)

だが「統計学の基礎づけ」においては，さら

に 11未知ではあるが固定されている「確率JJ

が「存在する」とはいかなることなのか ?J と

いう「聞いjを真剣に考察しなければならない。

しかし d巴 Finettiは既に，彼の「主観確率」の

立場から， de Fin巴凶(1937)の「後半」におい

て(今日での確率変数列の「交換可能性， ex-

changeability Jを利用して)この「問い」への明日析

な「答え」を提示しているのである。(なお de

Fin巴ttiによるこの考察については， Savag巴

(1954)の第 3章第 7節の議論及び園 (2001

年 12月)の第 4章を参照されると良いと思

う。)

結局 1確率」に閲する「主観主義」の立場

から相当に論理的な一貫性が保持されている

「統計学の基礎づけ」が遂行できるようなのだ

が，この「主観主義」とは元来不確定性」に

直面している「個人」の行動様式を「合理的に」

規定することによって個人Jにとっての「確

率J及び「効用Jとは「どうあるべきか」を(で

きるかぎり)明確にすると言う，かなり一般的

な役割を荷っているのである。そこで「主観主

義」は，経済行動に関わる諸分野に対しである

種の「問題の提起」をもたらすこととなる。つ

まり「主観主義」からすれば効用」とは(1個

人」の) 1主観確率」によって「測定される」も

のであり， 1常に」定量的である。また「主観

主義」からすれば不確定性」とは「主観確

率」によって「測定される」ものであり， (個

人的な「測定」が)容易か否かの程度の差はあ

っても不確定性」は「常に」定量化が「可

能Jである。さらに「主観主義」からすれば期

待効用最大化の原理」とは，膨大な経験的事例

によって「検証されなければ「ならないJJ仮

説ではなく個人Jの「選好」を統制する公

準系によってもたらされる「確率J(及び「効

用J)の「理論」の(論理的な)副産物であり，
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従ってこの「原理Jは規範としての性格を持っ

ており，結局，自身の「期待効用Jを最大化す

る選択肢を敢えて回避する「個人」は，例えば

自然数の計算において. ['13X17=221Jという

等式を敢えて拒否する「個人」と「似た「錯誤JJ 

に陥っていると見なされ得るのである。ところ

で期待効用jとは結果」の「効用JUi と

その「結果」がもたらされる「確率」あとの

積の総和 ~i UiPiであるから，それは 11結果J

の「効用JJの「重みつきの平均」であり価

値Jの指標としては「極めて」特殊(かつ単純)

なように思われるかもしれない。しかし.Pi 

は「個人」の「主観確率」であり ，Ui は「結

果」に対する u主観確率」によって表現され
る，その「個人」による) ['価値」の見積りで

あり，従って Pi及び Uiの系列は，その「個

人」の「主観確率」に関する「法則Jに合致す

る様式で結合されなければ「ならない」のであ

る。そこで結果としては期待効用」とは異

なる「価値」の指標の可能性が(論理的に)排

除されるに至るのである。

2002年 10月 9日休)

{寸 ~è.

以上は， 2002年 10月 17日(材に筆者が担当した北海道

大学経済学部公開講座の講義録であり，同講座は全員で

7名が担当し，筆者は第 3回目の分担であった。また，

この講義録はコピーが作製されて，少なくとも当日の出

席者全員に配られた。だが，恐らくは(結果としては)

「一般向け」の講演とはかなり傾向が異なるものとなっ

たのである。しかし筆者はフォーマルな状況と，そ

のような状況よりも「まえ」の状況との，境界的な世界

に着眼するJという自身の流儀によって主観確率及

び期待効用の概念」への「一般向け」の導入的な講義を

企図したつもりなのである。一方この講義録は，暗黙の

内に.経済行動に関わる諸分野を学ぶ(大学院生を含む)

学生の教育(及び学問)についての問題提起を含んでい

る。つまり確率」を教授する際には，教授する側は，

この「確率Jという言葉が結局「何を」意味しているの

かを「明確にするJ作業を，つまり「確率Jに対する(本

来の意味での)rr定義」の試み」を，学生に対してぜひ

とも例示すべきである，と言うことなのである。「合理

的な」行動を規定する際に「期待効用」を利用するのな

らば，なぜこの 11期待効用Jの利用」が「合理的な」

行動に通じるのかを(説得的に)説明しなければ「なら

ない」はずである。つまり， (不確定性に関わる)経済

行動の「合理性」を規定する際には， 11確率」とは「何

をJ意味するのか ?Jという「問い」を回避することは

「できない」はずなのである。

2002年 11月26日附
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